
第 1 0 4 7回 教 育 委 員 会 

 

平成29年10月19日  

県庁舎教育委員室  

 

１ 開   会    午後２時 

 

２ 会議録署名委員の指名 

 

３ 会期の決定 

 

４ 教育長職務代理者の指名 

 

５ 議席の決定 

 

６ 報   告 

（１） 第72回国民体育大会山形県選手団の成績について 

（スポーツ保健課競技スポーツ推進室） 

（２） 「山形県いじめ防止基本方針」の改定状況について  （義務教育課） 

（３） 平成30年度震災による福島県等からの山形県立高等学校への受検に

係る実施要項について               （高校教育課） 

 

７ 議   題 

議第１号 山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定に

ついて                     （教職員課） 

議第２号 山形県立中学校及び高等学校の通学区域に関する規則の一部を

改正する規則の制定について          (高校教育課） 

議第３号 平成30年度山形県立高等学校及び山形県立特別支援学校の高等

部の入学者募集について            （高校教育課） 

議第４号 平成31年度山形県立高等学校入学者選抜基本方針の決定について 

（高校教育課） 

議第５号 山形県神室少年自然の家の指定管理者の指定について 

（文化財・生涯学習課生涯学習振興室） 

議第６号 山形県スポーツ推進審議会委員の委嘱（任命）について 

（スポーツ保健課） 

 

８ 閉   会 



１．大会期日     １．大会期日     １．大会期日     １．大会期日     スケート競技　平成２9年　１月２７日（金）～　１月３１日（火）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　　　　　   本大会（会期前・主会期）　　愛媛県下

４．総合成績４．総合成績４．総合成績４．総合成績

第31位 873.5点

第25位 541.5点

男女総合　第１位

フェンシング競技

アーチェリー競技 女子総合　第１位

陸上競技 女子総合　第８位

６．入賞競技団体　　１７競技（前回１２競技）６．入賞競技団体　　１７競技（前回１２競技）６．入賞競技団体　　１７競技（前回１２競技）６．入賞競技団体　　１７競技（前回１２競技）

７．優勝数７．優勝数７．優勝数７．優勝数

第7２回 （愛媛県）

第7１回 （岩手県）

第70回 （和歌山県）

８．団体・個人別　入賞数及び得点　　※（　）の数は、昨年（第７１回）の入賞数・得点等８．団体・個人別　入賞数及び得点　　※（　）の数は、昨年（第７１回）の入賞数・得点等８．団体・個人別　入賞数及び得点　　※（　）の数は、昨年（第７１回）の入賞数・得点等８．団体・個人別　入賞数及び得点　　※（　）の数は、昨年（第７１回）の入賞数・得点等

区別 入賞数

団体  11   (11) 陸上競技 40.0

個人  68   (70) 水泳（競泳） 10.0

合計 79   (81) 水泳（飛込） 4.0

ボート 8.0

９．種別　入賞数及び得点９．種別　入賞数及び得点９．種別　入賞数及び得点９．種別　入賞数及び得点 ボクシング 14.5

バスケットボール 12.5

種別 入賞数 レスリング 18.5

成年男子 14  (22) セーリング 2.0

成年女子 12    (9)
ウェイトリフティング

15.0

少年男子 32  (30) ソフトテニス 30.0

少年女子 21  (20) 馬術 7.0

合計 79  (81) フェンシング 27.0

ライフル射撃 7.0

成年 26   (31)
ラグビーフットボール

25.0

少年 53   (50) カヌー 108.0

アーチェリー 48.0

10．性別　入賞数及び得点10．性別　入賞数及び得点10．性別　入賞数及び得点10．性別　入賞数及び得点 スケート 73.0

スキー 24.0

性別 入賞数 合　計 473.5

男子 46  (52)
＊今年度よりカヌーペアが個人競技得点扱い

女子 33  (29)

合計 79  (81)

平成２９年１0月１9日

教育庁スポーツ保健課

473.5 (529.0) 100%

262.0 (303.0) 55.3 (57.3)

211.5 (226.0) 44.7 (42.7)

100%

得点 得点割合  ％

 185.5   (193.5) 39.2  (36.6)

 126.0   (204.5) 26.6  (38.6)

311.5  (397.5)

34.2  (24.9)

65.8  (75.1)

76.5   (109.5) 16.1  (20.7)

 85.5     (22.0) 18.1    (4.1)

162.0  (131.5)

473.5   (529.0) 100%

得点 得点割合  ％

473.5   (529.5)

184.5   (223.0) 39.0  (44.0)

 289.0   (296.0) 61.0  (56.0)

得点 得点割合  ％ 競技得点

10

12

7

５．種目別総合順位５．種目別総合順位５．種目別総合順位５．種目別総合順位

カヌー競技 女子総合　第３位

スキー、スケート、陸上競技、水泳（競泳・飛込）、ボート、ボクシング、バスケットボール、レスリング、

セーリング、 ウェイトリフティング、ソフトテニス、馬術、フェンシング、ライフル射撃、ラグビーフット

ボール、カヌー、アーチェリー

（※国体競技番号順）

女子総合　第７位

男女総合　第２位

（７１回　２３位　５６６　７０回　３９位　４１０.５）

天皇杯（男女総合成績）

皇后杯（女子総合成績）

（７１回　２６位　９２９　７０回　３６位　８０１.５）

　　第７２回国民体育大会結果    　　第７２回国民体育大会結果    　　第７２回国民体育大会結果    　　第７２回国民体育大会結果    

２．会　　場　２．会　　場　２．会　　場　２．会　　場　冬　季（スケート・スキー）　長野県下

３．県選手団　３．県選手団　３．県選手団　３．県選手団　冬　季　スケート競技　団長　武田　浩一　以下　３０名：スキー競技　団長　早坂　孝　以下８５名

　　　 　　　　本大会　　　　　　　　団長　吉村美栄子　以下　４４６名（３１競技）

　　　　　　　　スキー競技　　平成２9年　２月１４日（火）～　２月１７日（金）

　　　　　　　　会　期　前　　平成２９年　９月　９日（土）～　９月１７日（日）

　　　　　　　　主　会　期　　平成２９年　９月３０日（土）～１０月１０日（火）：開会式　９月３０日（土）                  　

報告1－1



NO1NO1NO1NO1

NO 順位 競技名 種別 種目 選手名 所属 競技得点

1 スケート（スピード） 少年女子 1500m 小竹　琉湖 山形中央高校 8.0

2 スケート（スピード） 少年女子 3000m 鈴木　杏菜 山形中央高校 8.0

3 陸上競技 少年女子共通 円盤投げ 齋藤　真希 鶴岡工業高校 8.0

4 競泳 成年男子 １００ｍ平泳ぎ 小関也朱篤 ミキハウス 8.0

5 ボート 少年女子 シングルスカル 鈴木　伶奈 酒田光陵高校 8.0

6 カヌー 少年女子 ＪＷＫ－２（５００）

山形選抜

（佐藤友香・増川知保）

谷地高校・寒河江高校 8.0

7 カヌー 少年男子 ＪＣ－２（５００）

山形選抜

（荒木岳樹・伊藤真大）

谷地高校 8.0

8 カヌー 少年女子 ＪＷＫ－２（２００）

山形選抜

（佐藤友香・増川知保）

谷地高校・寒河江高校 8.0

9 カヌー 少年男子 ＪＣ－２（２００）

山形選抜

（荒木岳樹・伊藤真大）

谷地高校 8.0

10 カヌー 少年男子 ＪＫ－４（２００）

山形選抜

（鈴木・戸田・佐藤・設楽）

谷地高校 24.0

11 スケート（スピード） 少年男子 500m 森重　　航 山形中央高校 7.0

12 陸上競技 少年女子Ａ ４００ｍハードル 大城　楓奈 山形北高校 7.0

13 陸上競技 少年女子Ｂ １００ｍハードル 阪　　希望 山形中央高校 7.0

14 ボクシング 成年男子 ライトウエルター級 岡澤セオン 中央大学 7.0

15 フェンシング 成年女子 サーブル

山形選抜

（舟山・竹田・荒井）

山形銀行・東京ガーデンFC

羽山総合建設

21.0

16 カヌー 少年男子 ＪＫ－１（５００） 小野　隼人 谷地高校 7.0

17 カヌー 少年女子 ＪＷＫ－１（２００） 中村　天音 谷地高校 7.0

18 スケート（スピード） 成年男子 ２０００ｍリレー

山形選抜

（由井・一戸・青山・森永）

早稲田大学・信州大学

大東文化大学・山形県体育協会

6.0

19 スケート（スピード） 少年男子 ２000mリレー

山形選抜

（佐竹・上水・北澤・森重）

山形中央高校 6.0

20 スケート（スピード） 少年女子 ２000mリレー

山形選抜

（山口・秋田古川・鈴木）

山形中央高校 6.0

21 陸上競技 少年女子Ａ １００ｍ 青野　朱李 山形中央高校 6.0

22 レスリング 成年男子 グレコ８５ｋｇ級 高島　優太 山形市体育協会 5.5

23 レスリング 少年男子 グレコ９６ｋｇ級 秋場　勇星 山形商業高校 5.5

24 ソフトテニス 少年男子 団体 山形選抜 羽黒高校 30.0

25 カヌー 少年女子 ＪＷＫ－１（５００） 中村　天音 谷地高校 6.0

26 カヌー 少年男子 ＪＫ－４（５００）

山形選抜

（鈴木・戸田・佐藤・設楽）

谷地高校 18.0

27 アーチェリー 成年女子 団体

山形選抜

（中村・舩見・冨樫）

ハードオフコーポレーション

早稲田大学・近畿大学

18.0

28 アーチェリー 少年男子 団体

山形選抜

（石川・照井・佐藤）

鶴岡南高校・鶴岡工業高校

鶴岡工業高校

18.0

29 スキー 成年男子Ａ ジャイアントスラローム 結城　智裕 （株）置環 5.0

30 スキー 成年女子Ｂ クロスカントリー 青木富美子 真室川高校教員 5.0

31 スケート（スピード） 少年女子 500m 秋田　怜奈 山形中央高校 5.0

32 スケート（スピード） 少年女子 １０００ｍ 古川　智洋 山形中央高校 5.0

33 陸上競技 成年女子 １００ｍ 佐藤日奈子 大東文化大学 5.0

34 ウエイトリフティング 成年男子 ７７ｋｇ級・スナッチ 三田村和真 羽黒高校教諭 5.0

35 ラグビー 成年男子 団体 山形選抜 25.0

36 カヌー 成年女子 ＷＣ－１（５００） 佐藤　　恵 山形県体育協会 5.0

37 カヌー 成年女子 ＷＣ－１（２００） 佐藤　　恵 山形県体育協会 5.0

38 スキー 少年男子 クロスカントリー 佐藤　　凌 北村山高校 4.0

39 スケート（スピード） 少年男子 1０00m 上水　隆生 山形中央高校 4.0

40 スケート（スピード） 少年女子 3000m ウィリアムソン　レミ 山形中央高校 4.0

41 陸上競技 少年男子共通 ８００ｍ 佐藤　駿太 久里学園高校 4.0

42 飛込 少年男子 飛板飛込 松本　　慧 米沢東高校 4.0

43 ボクシング 少年男子 ピン級 箭柏　鳳成 日大山形高校 2.5

44 ボクシング 少年男子 ウエルター級 菅　　慎吾 新庄神室産業高校 2.5

45 ボクシング 成年男子 ライト級 内構　良斗 拓殖大学 2.5

46 バスケットボール 成年女子 団体 山形選抜 山形銀行 12.5

スポーツ保健課競技スポーツ推進室　2017.10.1911．入賞一覧11．入賞一覧11．入賞一覧11．入賞一覧

４位

２位

3位

1位

５位

報告1－2



NO2NO2NO2NO2

NO 順位 競技名 種別 種目 選手名 所属 競技得点

47 レスリング 成年男子 フリー６１ｋｇ級 細谷廉太郎 専修大学 2.5

48 レスリング 少年男子 フリー８４ｋｇ級 今野　港斗 山形商業高校 2.5

49 レスリング 少年男子 グレコ７４ｋｇ級 池田貫太郎 山形商業高校 2.5

50 ウエイトリフティング 成年男子
７７ｋｇ級・クリーン＆ジャーク

三田村和真 羽黒高校教諭 4.0

51 ウエイトリフティング 少年男子 ５３㎏級・クリーン&ジャーク 長谷部達也 酒田光陵高校 4.0

52 馬術 成年女子 トップスコア 丹野　里香 ゼンライディングクラブ 4.0

53 ライフル射撃 少年女子 BP４０ＪＷ 佐藤　　琳 東京都北区稲付中学校 4.0

54 カヌー 少年男子 ＪＫ－１（２００） 小野　隼人 谷地高校 4.0

55 アーチェリー 少年女子 団体

山形選抜

（佐藤・中澤・鎌田）

鶴岡中央高校・鶴岡南高校

鶴岡南高校

12.0

56 スキー 少年男子 クロスカントリーリレー

山形選抜

（石山・佐藤・坂木・落合）

北村山高校 3.0

57 スケート（スピード） 少年男子 １，５００ｍ 北澤　佑樹 山形中央高校 3.0

58 スケート（スピード） 少年女子 １，５００ｍ 鈴木　杏菜 山形中央高校 3.0

59 ライフル射撃 成年女子 １０ｍS４０W 髙橋　佳伶 明治大学 3.0

60 スキー 少年女子 ジャイアントスラローム 鈴木　千晴 日大山形高校 2.0

61 スキー 少年男子 ジャイアントスラローム 榎森　啓悟 日大山形高校 2.0

62 スケート（スピード） 少年男子 ５０００ｍ 小林　裕幸 山形中央高校 2.0

63 スケート（スピード） 少年女子 ５００ｍ 山口　亜実 山形中央高校 3.0 ＊

64 競泳 成年女子 １００ｍ背泳ぎ 西脇　怜奈 筑波大学 2.0

65 セーリング 少年男子 レーザーラジアル級 猪狩　祐樹 加茂水産高校 2.0

66 馬術 成年女子 二段階障害飛越 丹野　里香 ゼンライディングクラブ 2.0

67 スキー 成年男子Ａ スペシャルジャンプ 情野　匡紀 （株）置環 1.0

68 スケート（スピード） 成年男子 １０００ｍ 森永　一帆 山形県体育協会 1.0

69 スケート（スピード） 成年男子 １５００m 由井　直樹 早稲田大学 1.0

70 スケート（スピード） 少年男子 １０００ｍ 北澤　佑樹 山形中央高校 1.0

71 スケート（スピード） 少年男子 １５００m 森重　　航 山形中央高校 1.0

72 陸上競技 少年男子Ａ ４００ｍハードル 永井　桂大 米沢中央高校 1.0

73 陸上競技 少年女子Ａ ４００ｍ 青野　朱李 山形中央高校 1.0

74 陸上競技 少年男子共通 ５０００ｍ競歩 後藤　彪吾 鶴岡東高校 1.0

75 ウエイトリフティング 少年男子 ５３㎏級・スナッチ 長谷部達也 酒田光陵高校 1.0

76 ウエイトリフティング 少年男子 ５６㎏級・クリーン&ジャーク 石川慎太郎 鶴岡工業高校 1.0

77 馬術 少年 標準障害飛越競技 金野　裕平 鶴岡第四中学校 1.0

78 フェンシング 成年女子 団体フルーレ

山形選抜

（舟山・竹田・荒井）

山形銀行・東京ガーデンFC

羽山総合建設

3.0

79 フェンシング 成年男子 エペ

山形選抜

（岩倉・戸田・八巻）

山形クラブ・大正大学・青葉道印刷 3.0

入賞外 １２位 スキー 少年女子 クロスカントリー 本間　夏奈 北村山高校 1.0 ＊

競技得点合計 473.5

＊繰上げ 参加得点 400.0

第７２回国体得点合計第７２回国体得点合計第７２回国体得点合計第７２回国体得点合計 873.5873.5873.5873.5

＊ 天皇杯得点外

1位 アーチェリー 少年男子 個人 石川　竜也 鶴岡南高校

4位 アーチェリー 少年女子 個人 鎌田　真未 鶴岡南高校

競技得点は、同一県２名までに与えられ、上位に同一県が３名いる

場合は、下位の県の得点が１点繰り上がる。

６位

8位

7位

５位
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いじめいじめいじめいじめの定義の定義の定義の定義    

「いじめ」とは、児童「いじめ」とは、児童「いじめ」とは、児童「いじめ」とは、児童生徒生徒生徒生徒に対して、当該児童に対して、当該児童に対して、当該児童に対して、当該児童生徒生徒生徒生徒が在籍する学校に在籍している等当該児が在籍する学校に在籍している等当該児が在籍する学校に在籍している等当該児が在籍する学校に在籍している等当該児

童童童童生徒生徒生徒生徒と一定の人的関係にある他の児童と一定の人的関係にある他の児童と一定の人的関係にある他の児童と一定の人的関係にある他の児童生徒生徒生徒生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イが行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イが行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イが行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イ

ンターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童ンターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童ンターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童ンターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒生徒生徒生徒がががが

心身の苦痛を感じているものをいう。心身の苦痛を感じているものをいう。心身の苦痛を感じているものをいう。心身の苦痛を感じているものをいう。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山形県いじめ防止基本方針 

【概要版】 

最終改定 平成２９年１０月 山形県  

○ 人はかけがえのない存在であり、県民一人一人が「いのち」輝く人間として生きてい

く社会の実現を目指していく必要がある。 

 

学校においては、子どもたちに自他の「生命学校においては、子どもたちに自他の「生命学校においては、子どもたちに自他の「生命学校においては、子どもたちに自他の「生命」」」」の尊さと人間としての「生き方」の尊さと人間としての「生き方」の尊さと人間としての「生き方」の尊さと人間としての「生き方」の自の自の自の自

覚を促し覚を促し覚を促し覚を促し、育、育、育、育んでんでんでんでいく「いのち」の教育を大切に進めていく必要がある。いく「いのち」の教育を大切に進めていく必要がある。いく「いのち」の教育を大切に進めていく必要がある。いく「いのち」の教育を大切に進めていく必要がある。    

 

○ いじめの問題を考えるときに、「いじめは絶対に許さない」、「いじめは卑怯な行為で

ある」、「いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こりうる」との意識を持ち、子どもを

見守る大人が、それぞれの役割と責任を自覚しなければならない。 

 

いじめの問題は、心豊かで、安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校をいじめの問題は、心豊かで、安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校をいじめの問題は、心豊かで、安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校をいじめの問題は、心豊かで、安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校を

含めた社会全体に関する県民的な課題である。含めた社会全体に関する県民的な課題である。含めた社会全体に関する県民的な課題である。含めた社会全体に関する県民的な課題である。    

第Ⅰ章第Ⅰ章第Ⅰ章第Ⅰ章    いじめ問題に対する基本的な考え方いじめ問題に対する基本的な考え方いじめ問題に対する基本的な考え方いじめ問題に対する基本的な考え方    

いじめの問題の対策について、学校・家庭・地域・関係機関が連携を図りながら、

より実効的に進めるため、以下の取組を定める。 

① 地方公共団体や学校における組織体制の整備 

② いじめへの組織的な対応 

③ 教育的諸課題から配慮すべき児童生徒への対応 

④ 重大事態への対処等に関する具体的な内容や運用 

⑤ 点検・評価と不断の見直し 

〈いじめの態様〉 

① 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 

② 仲間はずれ、集団による無視をされる。 

③ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 

④ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 

⑤ 金品をたかられる。 

⑥ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 

⑦ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 

⑧ パソコンや携帯電話（スマートフォンを含む）等で誹謗中傷や嫌なことをされる。等 

※※※※    「けんかやふざけ合「けんかやふざけ合「けんかやふざけ合「けんかやふざけ合いであっても～」「好意で行った行為でも～」いであっても～」「好意で行った行為でも～」いであっても～」「好意で行った行為でも～」いであっても～」「好意で行った行為でも～」    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅱ章第Ⅱ章第Ⅱ章第Ⅱ章    いじめ防止等の基本的施策いじめ防止等の基本的施策いじめ防止等の基本的施策いじめ防止等の基本的施策    

早期発見 適切な対応 未然防止 

保護者との連携保護者との連携保護者との連携保護者との連携    

 

被害児童生徒被害児童生徒被害児童生徒被害児童生徒のののの    

徹底徹底徹底徹底した安全確保した安全確保した安全確保した安全確保    

③児童生徒への指導・支援③児童生徒への指導・支援③児童生徒への指導・支援③児童生徒への指導・支援    

集団への指導、継続観察集団への指導、継続観察集団への指導、継続観察集団への指導、継続観察    

②指導体制・方針の確認②指導体制・方針の確認②指導体制・方針の確認②指導体制・方針の確認    

①正確な情報収集①正確な情報収集①正確な情報収集①正確な情報収集    

④事後の対応④事後の対応④事後の対応④事後の対応    

 

 

 

 

 

 

 

［家庭・ 

ＰＴＡ］ 

○家庭教育充○家庭教育充○家庭教育充○家庭教育充

実実実実    

○学校・地域○学校・地域○学校・地域○学校・地域

と連携と連携と連携と連携    

 

［地域］ 

○県民運動展開○県民運動展開○県民運動展開○県民運動展開    

・啓発活動・啓発活動・啓発活動・啓発活動    

・重点運動期間・重点運動期間・重点運動期間・重点運動期間    

・県民大会・県民大会・県民大会・県民大会    

［学校］ 

○「いのち」の○「いのち」の○「いのち」の○「いのち」の

教育教育教育教育    

○道徳教育充実○道徳教育充実○道徳教育充実○道徳教育充実    

○児童生徒の主○児童生徒の主○児童生徒の主○児童生徒の主

体的な活動体的な活動体的な活動体的な活動    

○教職員の資質○教職員の資質○教職員の資質○教職員の資質

能力向上能力向上能力向上能力向上    

［県教委］いじめに関する調査研究いじめに関する調査研究いじめに関する調査研究いじめに関する調査研究 

(1)「“いじめ・非行をなくそう”やまがた県民運動」に

よる県民一丸となった運動を展開する。 

 

(2)児童生徒の主体的な活動を推進するとともに、児童

生徒が互いに信頼し合える集団づくりを行う。 

 

(3)ＰＴＡ組織や保護者同士のネットワークを生かした

特色ある取組を推進する。 

(1)良好な人間関係づくりを通じ、いじめを訴えやすい学級

経営に努める。 

 

(2)アンケートや個別面談等により、事実関係を詳しく聴き

取り、継続的に注視していく。 

 

(3)担任一人で抱え込むことなく、「組織」で対応し、情報

を共有しながら、丁寧に見届ける。 

(1)いじめを認知した場合、躊躇なく報告し、校長のリ

ーダーシップのもと、組織的に対応する。 

 

(2)迅速かつ丁寧に保護者へ事実関係を伝えるととも

に、いじめられた児童生徒の安全を確保する。 

 

(3)校内組織でいじめの解決に向けた指導方針や体制を 

確認し、役割を分担しながら、継続的に対応する。 

ー学校・家庭(PTA)・地域と連携した取組－ －いじめに気づく、見逃さない努力と工夫 －徹底した組織的対応－ 

 

第Ⅴ章第Ⅴ章第Ⅴ章第Ⅴ章    点検・評価と不断の見直し点検・評価と不断の見直し点検・評価と不断の見直し点検・評価と不断の見直し    

［山形県いじめ防止基本方針の見直し］ 

    

○不断の見直し○不断の見直し○不断の見直し○不断の見直しと概ね３年を目途にしたと概ね３年を目途にしたと概ね３年を目途にしたと概ね３年を目途にした総点検総点検総点検総点検のののの実施実施実施実施    

［県教育委員会等が行う点検・評価］ 

○いじめの実態に関する調査結果の分析と観察○いじめの実態に関する調査結果の分析と観察○いじめの実態に関する調査結果の分析と観察○いじめの実態に関する調査結果の分析と観察    

・問題行動等調査・問題行動等調査・問題行動等調査・問題行動等調査    ・定期調査・定期調査・定期調査・定期調査    ・事故報告等・事故報告等・事故報告等・事故報告等    

○「○「○「○「山形県いじめ問題山形県いじめ問題山形県いじめ問題山形県いじめ問題審議会」による点検・評価審議会」による点検・評価審議会」による点検・評価審議会」による点検・評価    

点検・評価 

－いじめ問題に関する取組が機能しているかを点検し、常に見直しを図りながら推進する PDCA サイクルの確立－ 

 

第Ⅲ章第Ⅲ章第Ⅲ章第Ⅲ章    教育的諸課題から配慮すべき児童生徒への対応教育的諸課題から配慮すべき児童生徒への対応教育的諸課題から配慮すべき児童生徒への対応教育的諸課題から配慮すべき児童生徒への対応    

１１１１    発達障がいを発達障がいを発達障がいを発達障がいを

含む、障がいのあ含む、障がいのあ含む、障がいのあ含む、障がいのあ

る児童生徒る児童生徒る児童生徒る児童生徒    

２２２２    海外から帰国し海外から帰国し海外から帰国し海外から帰国し

た児童生徒や外国た児童生徒や外国た児童生徒や外国た児童生徒や外国

人の児童生徒人の児童生徒人の児童生徒人の児童生徒    

３３３３    性同一障がいや性同一障がいや性同一障がいや性同一障がいや

性的指向・性自認性的指向・性自認性的指向・性自認性的指向・性自認

に係に係に係に係る児童生徒る児童生徒る児童生徒る児童生徒    

－日常的に、特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、 

周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行う－ 

基本的な対処の構造基本的な対処の構造基本的な対処の構造基本的な対処の構造    

第Ⅳ章第Ⅳ章第Ⅳ章第Ⅳ章    重大事態への対応重大事態への対応重大事態への対応重大事態への対応    

－いじめがあったのではないかとの前提で事実に向き合う姿勢－ 

指導・支援 

報 告 

①①①①    事態が発生した際事態が発生した際事態が発生した際事態が発生した際

（（（（疑いがあると認めら疑いがあると認めら疑いがあると認めら疑いがあると認めら

れたときもれたときもれたときもれたときも））））は直ちに関は直ちに関は直ちに関は直ちに関

係機関へ報告する。係機関へ報告する。係機関へ報告する。係機関へ報告する。    

②②②②    事実関係を明確にす事実関係を明確にす事実関係を明確にす事実関係を明確にす    

るための調査をるための調査をるための調査をるための調査を早い早い早い早い    

段階で段階で段階で段階で実施する。実施する。実施する。実施する。 

⑤⑤⑤⑤    地方公共団体の長は地方公共団体の長は地方公共団体の長は地方公共団体の長は、、、、必要に必要に必要に必要に 

応じて再調査を行う応じて再調査を行う応じて再調査を行う応じて再調査を行う。 

③③③③    調査結果等の必要な調査結果等の必要な調査結果等の必要な調査結果等の必要な    

情報を情報を情報を情報を、適切に、適切に、適切に、適切に提供す提供す提供す提供す    

るるるる。。。。 

④④④④    学校の設置者は、学校の設置者は、学校の設置者は、学校の設置者は、    

必要な指導及び支援必要な指導及び支援必要な指導及び支援必要な指導及び支援    

を実施する。を実施する。を実施する。を実施する。    

 

学校・家庭（PTA）・地域の連携 

 

いじめ発生の場合の適切な対応 

［校内組織］ 

 

○管理職への○管理職への○管理職への○管理職への

報告報告報告報告    

○組織的な情○組織的な情○組織的な情○組織的な情

報収集報収集報収集報収集    

○相談窓口の○相談窓口の○相談窓口の○相談窓口の

周知・体制整周知・体制整周知・体制整周知・体制整

備備備備 

［児童生徒からの情報や相談］ 

○アンケート、生活ノート等の活用○アンケート、生活ノート等の活用○アンケート、生活ノート等の活用○アンケート、生活ノート等の活用    

［地域からの情報］（県民運動）（県民運動）（県民運動）（県民運動）    

［保護者からの情報や相談］ 

○チェックリスト、アンケートの活用○チェックリスト、アンケートの活用○チェックリスト、アンケートの活用○チェックリスト、アンケートの活用    

［教職員の努力］ 

○○○○日々の学級経営充実、校内生活観察日々の学級経営充実、校内生活観察日々の学級経営充実、校内生活観察日々の学級経営充実、校内生活観察    

○アンケート、チェックリスト等の活用○アンケート、チェックリスト等の活用○アンケート、チェックリスト等の活用○アンケート、チェックリスト等の活用    

早期発見のための具体的な取組 

［学校が行う点検・評価］ 

 

○学校評価・教員評価による点検・評価○学校評価・教員評価による点検・評価○学校評価・教員評価による点検・評価○学校評価・教員評価による点検・評価    

・いじ・いじ・いじ・いじめ防止対策に係る取組「点検表」め防止対策に係る取組「点検表」め防止対策に係る取組「点検表」め防止対策に係る取組「点検表」    

４４４４    被災児童生徒被災児童生徒被災児童生徒被災児童生徒    

※ 東日本大震災、

原子力発電所事故

により避難 

①いじめに係る行為が止んでいること（少なくとも①いじめに係る行為が止んでいること（少なくとも①いじめに係る行為が止んでいること（少なくとも①いじめに係る行為が止んでいること（少なくとも 3333 ヶ月以上）ヶ月以上）ヶ月以上）ヶ月以上）    

②②②②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

解消の要件解消の要件解消の要件解消の要件    

※※※※    保護者・児童生徒からの申し立てに保護者・児童生徒からの申し立てに保護者・児童生徒からの申し立てに保護者・児童生徒からの申し立てに

ついてはついてはついてはついては、、、、調査をしないまま重大事態調査をしないまま重大事態調査をしないまま重大事態調査をしないまま重大事態

ではないと断言できないではないと断言できないではないと断言できないではないと断言できないことに留意ことに留意ことに留意ことに留意。。。。    

※※※※    平時から調査を行うた平時から調査を行うた平時から調査を行うた平時から調査を行うた

めの組織等の設置めの組織等の設置めの組織等の設置めの組織等の設置    



 

 

 

平成２６年４月に策定された「山形県いじめ防止基本方針」を平成２９年１０月 

に改定。いじめ対策推進法の施行状況や国の基本方針の変更等を勘案し、次の５点 

を改定のポイントとして、必要に応じた改定措置を講じた。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）（１）（１）（１）    いじめの定義いじめの定義いじめの定義いじめの定義の確認の確認の確認の確認    

① けんかやふざけ合いであっても、児童生徒の感じる被害性に着目し、該当するか否かを

判断する。 

② 好意で行った行為が、相手に苦痛を感じさせてしまった場合も、いじめに該当する。ただ

し、いじめという言葉を使わずに、柔軟に対応することも可能である。 

 

（２）（２）（２）（２）        いじめの解消いじめの解消いじめの解消いじめの解消    

少なくとも、次の①と②の要件を満たす必要がある。 

① 「いじめに係る行為が止んでいること」 

被害者に対する心理的行為または物理的影響を与える行為が止んでいることが相当

の期間継続していること（少なくとも３ヶ月以上）。 

② 「被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと」 

      被害児童生徒本人及びその保護者に面談等により確認する。 

 

（３）（３）（３）（３）    教育的諸課題等から教育的諸課題等から教育的諸課題等から教育的諸課題等から特に配慮が必要な児童生徒に特に配慮が必要な児童生徒に特に配慮が必要な児童生徒に特に配慮が必要な児童生徒についてついてついてついて    

学校として、日常的にその特性を踏まえた適切な支援・指導を組織的に行う。 

・発達障がいを含む、障がいのある児童生徒 

・海外から帰国した児童生徒や外国人の児童生徒 

・性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒 

・被災児童生徒                         など 

 

（４）（４）（４）（４）    重大事態について重大事態について重大事態について重大事態について    

① 手順を明確にし、確認しておくことが大切であることに加え、市町村に対して、平時から

調査を行うための組織等を設置しておくよう促す。 

② 重大事態の疑いがあると認められたときも、校長は学校の設置者に報告する。 

 

（５）（５）（５）（５）    インターネット上のいじめへの対応についてインターネット上のいじめへの対応についてインターネット上のいじめへの対応についてインターネット上のいじめへの対応について    

これまでの基本方針で詳細に記載してきました。昨今の問題の深刻化、社会問

題化している点を鑑み、別冊にて提示しています。 

 

  スマホ・携帯等インターネット上のいじめの未然防止と適切な対応 

 

    

山形県いじめ防止基本方針山形県いじめ防止基本方針山形県いじめ防止基本方針山形県いじめ防止基本方針    改定のポイント改定のポイント改定のポイント改定のポイント    

[実態を知る] 

○インターネットいじ

めの類型 

・掲示板、メール、 

ＳＮＳ等 

[いじめの実態を知る] 

○情報モラル指導 

○家庭・地域・ＰＴＡとの連携 

 ・フィルタリング、ペアレン

タルコントロール、ネットパ

トロール、研修会等 

[早期発見・早期対応] 

○いじめのサイン 

○相談体制整備 

○ネットパトロール 

○削除依頼 

○被害防止の取組 



山形県いじめ防止基本方針の改定について                                         平成 29 年 10 月 17 日 

いじめ防止対策に係る枠組 

教育庁義務教育課 

 

 

 

いじめ防止対策推進法いじめ防止対策推進法いじめ防止対策推進法いじめ防止対策推進法    

（平成 25 年法律第 71 号） 

山形県いじめ防止対策の山形県いじめ防止対策の山形県いじめ防止対策の山形県いじめ防止対策の    

推進に関する条例推進に関する条例推進に関する条例推進に関する条例    

（平成26年県条例第56号） 

「いじめの防止等のための

基本的な方針」 

平成 25 年 10 月 11 日 

文部科学大臣決定 

（最終改定 平成 29 年 3 月 14 日） 

 

「山形県いじめ防止 

基本方針」 （努力義務） 

平成 26 年４月 

 

各市町村における 

いじめ防止基本方針 

（努力義務） 

 

各学校における 

いじめ防止基本方針 

（義務） 

国 県県県県    

学校 

Ⅴ 点検・評価と不断の見直し 

４ いじめ防止基本方針の見直し 

「県は、県基本方針を必要に応じて見直していくが、当該基

本方針の策定から概ね３年の経過を目途として、法の施行状

況や国の基本方針の変更等を勘案し、県基本方針の総点検を

行い、～その結果に基づいて措置を講じる。」 

第３ その他いじめの防止等のための対策に関する

重要事項 

「～国は、当該基本方針の策定から３年の経

過を目途として、～国の基本方針の見直しを

検討し、～」 

第十一条 文部科学大臣は、～、基

本的な方針（以下「いじめ防止基本

方針」という。）を定めるものとする。 

第３条 県は、法第 12 条の規定に基

づき、山形県いじめ防止基本方針（以

下「基本方針」という。）を策定する。 

 

市町村における 

いじめ防止に関する条例 

（努力義務） 

市町村 



  

 
 平成３０年度 

震災による福島県等からの山形県立高等学校への受検に係る実施要項 

 

１ 目的 

(1) 震災の影響により山形県（以下、「本県」という）内の小学校に転学し中

学校に入学、あるいは本県中学校に転学し（以下、「震災による転入生」と

いう）、平成３０年度の本県県立高等学校を受検しようとする生徒に対応

し、円滑かつ公正な受検に資する。 

 (2) 原発事故等の影響により、福島県を中心に、本県県立高等学校へ受検しよ

うとする生徒の増加が見込まれることから、他県から受検を希望する中学生

及び本県中学生が安心して受検できる入学者選抜制度に資する。 

 

２ 本実施要項において対象となる生徒 

   本県または本県以外の中学校を卒業見込みの者で以下の項目のいずれかに

該当する者とする。 

  (1) 震災で罹災した者、または罹災地域に居住しており、地域環境の悪化等に

より通常の生活を営めず避難に及んだ者 

  (2) 福島第一原子力発電所の２０キロ圏内に居住しており避難に及んだ者また

は、その付近に居住しており、原発事故による放射線の影響のため地域環境

が悪化し、避難を余儀なくされた者 

  (3) 福島県内の居住地から、放射線の影響により避難をした者 

 

３ 定員等 

 (1) 平成３０年度入学者選抜において、震災等の影響による定員の変更はない

が、他県からの受検者の増加に対し、以下の配慮を行う。 

① 震災の影響による受検者が受検する学校にあっては、あらかじめ１学級

あたりの上限を４５名以内に定め、合格者を認定できるものとする。 

② 公立高等学校長は中学校長に対して、受検者が震災による避難者である

か確認を求めることができる。 

  中学校長は、自校の震災による避難者が本県県立高等学校に志願する場

合には、その生徒についての証明を別紙により志願先高等学校長あて提出

する。 

 (2) 志願の制限 

   ① 住民登録 

ア 本県県立高等学校を受検しようとする者は、入学までに、本県に住民

登録を行うものとする。 

イ 本県の中学校を卒業見込みの者については、本県内への住民登録を条

件としない。この場合、在籍中学校の所在地を受検者の現住所とみなし、

本県の学区制に従い受検できるものとする。 

    ② 学区外志願の認定については以下のとおりとする。 

 ア 本県外からの志願を許可する基準は「一家転住等」である。 

  イ 震災の影響の場合であっても、保護者と同居をしない転住（本人のみ

の転居等）については許可しない。ただし、保護者の認定については弾力

的に対応するものとする。 
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③  区域外就学により県内の中学校を卒業見込みの者が本県外公立高等学校

に入学志願する場合も、「山形県公立高等学校に志願しない旨の証明願」

（別記様式第５号Ｂ）を本県教育委員会教育長に１部提出すること。 

 (3) 推薦入学者選抜 

① 平成３０年３月に本県中学校を卒業見込みの生徒については、推薦入学者

選抜の受検資格があるものとし、本県への住民登録を条件としない。 

② 震災の影響により受検者が増加した場合は、学校で定める推薦による選抜

の募集人員より合格内定者を多く認定することができる。 

 (4) 一般入学者選抜 

  ① 震災の影響による受検者の合否の判断については、一般入学者選抜に係る

選抜方法により判断する。 

  ② 合格者の認定に当たっては、入学定員を超えて本県受検者の合格者が出な

いようにすること。 

 

４ 配慮事項 

(1) 入学定員の上限については、３の（１）①により県立高等学校長が判断で

きるものとするが、合格発表に先立って上限を公にすることはしない。 

（2） 震災による受検者の調査書については、その扱いについて配慮する。 

（3） 面接における質問の内容について配慮する。 

 

５ その他 

(1) 各県立高等学校長は、震災の影響による他県からの受検者の出願及び合格

（内定）状況を、高校教育課長に報告しなければならない。 

(2）当実施要項は、平成３０年度入選に対応したものであり、平成３１年度以

降の入学者選抜に当たっては、避難者の推移等を参考のうえ別途対応する。 
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議第 １ 号 

 

   山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 

 

山形県立高等学校管理運営規則の一部を改正する規則 

 山形県立高等学校管理運営規則（昭和 41 年４月県教育委員会規則第３号）の一部

を次のように改正する。 

第 37 条中「を卒業した」を「若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教

育学校の前期課程を修了した」に改める。 

 別表第１中 

「         

 山形県立山形東高等学校 普 通  240  を    

     」    

「         

 

山形県立山形東高等学校 普 通 

理 数 

国 際 

 

理数探究 

国際探究 

160 

40 

40 

に、    

     」    

「         

 同  北村山高等学校 総 合  160  を    

     」    

「         

 同  北村山高等学校 総 合  120 に、    

     」    

「         

 

同  米沢興譲館高等学

校 

普 通 

理 数 

 

160 

40 

 を    

     」    

「         

 

同  米沢興譲館高等学

校 

普 通 

理 数 

 

国 際 

 

 

理数探究 

国際探究 

120 

募集停止 

40 

40 

に、    

     」    

「         

 同  米沢工業高等学校 工 業 機械 40 工 業 産 業 夜 40   

 

 

生産システム 

電気 

意匠情報 

生産デザイン 

電気情報 

募集停止 

募集停止 

募集停止 

40 

40 

   

 

  

 

を 
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 建築 

環境工学 

40 

40 

 

  

        」 

「         

 同  米沢工業高等学校 工 業 機械 

生産デザイン 

電気情報 

建築 

環境工学 

40 

40 

40 

40 

40 

工 業 産 業 夜 40  

 

    

 

 に、 

  

  

        」 

「         

 同  南陽高等学校 普 通  200 を    

     」    

「         

 同  南陽高等学校 普 通  160 に、    

     」    

「         

 同  鶴岡北高等学校 普 通  160  を    

     」    

「         

 同  鶴岡北高等学校 普 通  120 に、    

 

    

」    

「     

 同  酒田東高等学校 普 通  200    

を 

 同  酒田西高等学校 普 通  200 普 通  夜 40 

        」 

「         

 

同  酒田東高等学校 普 通 

理 数 

国 際 

 

理数探究 

国際探究 

120 

40 

40 

   

 

 

に 

 

 

 

同  酒田西高等学校 普 通  160 普 通 

 

午前40 

夜 募 

集停止 

        」 

 

改める。 

   附 則 

この規則は、平成 30 年４月１日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 平成 30 年度高等学校再編整備計画に伴う入学定員の変更及び学科名変更を行うた

め提案するものである。 
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平成 29 年 10 月 19 日提出 

 

山形県教育委員会 

教育長 廣 瀬  渉 
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議第 ２ 号 

 

山形県立中学校及び高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する 

規則の制定について 

 

 山形県立中学校及び高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則を次

のように制定する。 

 

   山形県立中学校及び高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

 山形県立中学校及び高等学校の通学区域に関する規則（昭和 24 年３月県教育委員

会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２項第２号中「理数科」を「理数科及び国際科」に改め、同項第３号中「普

通科及び理数科」を「普通科、理数科及び国際科」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

提 案 理 由 

平成 30 年４月に設置する国際科の通学区域を定めるため提案するものである。 

 

平成 29 年 10 月 19 日提出 

 

山形県教育委員会        

教育長 廣 瀬   渉    
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山形県立山形県立山形県立山形県立中学校及び中学校及び中学校及び中学校及び高等学校高等学校高等学校高等学校のののの通学区域に関する規則の一部改正について通学区域に関する規則の一部改正について通学区域に関する規則の一部改正について通学区域に関する規則の一部改正について    

 

教育庁高校教育課 

 

１１１１    改正理由改正理由改正理由改正理由    

    平成 30 年４月に山形県立山形東高等学校、同米沢興譲館高等学校及び同酒田東

高等学校に探究科

※

（理数探究科及び国際探究科）を設置することにあわせ、県内で

初めて設置する「国際科」の通学区域を、理数科と同一に規定するもの。 

   ※ 探究科は、理数科である理数探究科と、国際科である国際探究科をあわせて

募集する場合の総称として用いています。 

 

２２２２    施行期日施行期日施行期日施行期日    

  公布の日から施行する。 

2－2



山形県立中学校及び高等学校の通学区域に関する規則 新旧対照表 

現   行 改 正 案 

別表 

２ 全日制の課程（前項に掲げる高等学校の課程

を除く。） 

(１) 普通科 

イ～ニ ―略― 

(２) 理数科 

イ～ハ ―略― 

(３) 普通科及び理数科以外の学科  県下一

円 

別表 

２ 全日制の課程（前項に掲げる高等学校の課程

を除く。） 

(１) 普通科 

イ～ニ ―略― 

(２) 理数科及び国際科 

イ～ハ ―略― 

(３) 普通科、理数科及び国際科以外の学科  

  県下一円 
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＜現行＞ 

○山形県立中学校及び高等学校の通学区域に関する規則 

昭和 24 年３月５日山形県教育委員会規則第４号 

 

第 1 条 山形県立中学校の通学区域は、県下一円とする。 

第２条 山形県立高等学校（以下「高等学校」という。）の通学区域は、別表による。 

第３条 前条により定められた通学区域内に居住する者は、その区域内の高等学校に就学しなけ

ればならない。 

第４条 次の各号の一に該当する場合は、教育長において生徒の就学を調整することができる。 

(１) 学校の入学志願者の比率が著しく不均衡である場合 

(２) 生徒の通学が著しく不便と認められる場合 

(３) その他やむを得ない事情があると認められる場合 

附 則 

この規則は、公布の日から、これを施行し、昭和 42 年度に就学する者から、これを適用する。 

附 則（昭和 52 年２月 22 日教育委員会規則第２号） 

最終改正 平成 27年８月教育委員会規則第 15 号 

（施行期日等） 

１ この規則は、昭和 57 年４月１日から施行し、昭和 57 年度に高等学校第１学年に入学する者

から適用する。 

 （経過措置） 

２ 当分の間、山形県立高等学校の全日制の課程普通科の通学区域は、別表第２項第１号の規定

にかかわらず、同項第２号に規定する通学区域とする。 

附 則（平成27年８月28日教育委員会規則第15号抄） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 

別表 

１ 学校教育法（昭和 22年法律第 26 号）第 71条の規定により中学校における教育と一貫した教

育を施す高等学校           県下一円 

２ 全日制の課程（全校に掲げる高等学校の課程を除く。） 

(１) 普通科 

イ 東 学 区 山形市 寒河江市 上山市 天童市 山辺町 中山町 河北町 

西川町 朝日町 大江町 

ロ 北 学 区 新庄市 村山市 東根市 尾花沢市 大石田町 金山町 最上町 

舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 

ハ 南 学 区 米沢市 長井市 南陽市 高畠町 川西町 小国町 白鷹町 飯豊町 

ニ 西 学 区 鶴岡市 酒田市 三川町 庄内町 遊佐町 

(２) 理数科 

イ 東学区・北学区  前号イ及びロに掲げる市町村 

ロ 南学区      前号ハに掲げる市町 

ハ 西学区      前号ニに掲げる市町 

(３) 普通科及び理数科以外の学科    県下一円 

３ 定時制の課程             県下一円 

４ 専攻科                県下一円 
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＜改正案＞ 

○山形県立中学校及び高等学校の通学区域に関する規則 

昭和 24 年３月５日山形県教育委員会規則第４号 

 

第 1 条 山形県立中学校の通学区域は、県下一円とする。 

第２条 山形県立高等学校（以下「高等学校」という。）の通学区域は、別表による。 

第３条 前条により定められた通学区域内に居住する者は、その区域内の高等学校に就学しなけ

ればならない。 

第４条 次の各号の一に該当する場合は、教育長において生徒の就学を調整することができる。 

(１) 学校の入学志願者の比率が著しく不均衡である場合 

(２) 生徒の通学が著しく不便と認められる場合 

(３) その他やむを得ない事情があると認められる場合 

附 則 

この規則は、公布の日から、これを施行し、昭和 42 年度に就学する者から、これを適用する。 

附 則（昭和 52 年２月 22 日教育委員会規則第２号） 

最終改正 平成 27年８月教育委員会規則第 15 号 

（施行期日等） 

１ この規則は、昭和 57 年４月１日から施行し、昭和 57 年度に高等学校第１学年に入学する者

から適用する。 

 （経過措置） 

２ 当分の間、山形県立高等学校の全日制の課程普通科の通学区域は、別表第２項第１号の規定

にかかわらず、同項第２号に規定する通学区域とする。 

附 則（平成29年10月○○日教育委員会規則第○○号抄） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 

別表 

１ 学校教育法（昭和 22年法律第 26 号）第 71条の規定により中学校における教育と一貫した教

育を施す高等学校           県下一円 

２ 全日制の課程（全校に掲げる高等学校の課程を除く。） 

(１) 普通科 

イ 東 学 区 山形市 寒河江市 上山市 天童市 山辺町 中山町 河北町 

西川町 朝日町 大江町 

ロ 北 学 区 新庄市 村山市 東根市 尾花沢市 大石田町 金山町 最上町 

舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 

ハ 南 学 区 米沢市 長井市 南陽市 高畠町 川西町 小国町 白鷹町 飯豊町 

ニ 西 学 区 鶴岡市 酒田市 三川町 庄内町 遊佐町 

(２) 理数科及び国際科 

イ 東学区・北学区  前号イ及びロに掲げる市町村 

ロ 南学区      前号ハに掲げる市町 

ハ 西学区      前号ニに掲げる市町 

(３) 普通科、理数科及び国際科以外の学科    県下一円 

３ 定時制の課程             県下一円 

４ 専攻科                県下一円 
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議第 ３ 号 

 

   平成 30 年度山形県立高等学校及び山形県立特別支援学校の高等部の入 

学者募集について 

 

平成 30 年度山形県立高等学校及び山形県立特別支援学校の高等部の入学者を別紙

のとおり募集する。 

 

   提 案 理 由 

平成 30 年度における山形県立高等学校及び山形県立特別支援学校の高等部の入学

者の募集を行う必要があるため提案するものである。 

 

平成 29 年 10 月 19 日提出 

 

山形県教育委員会 

教育長 廣 瀬  渉 

3－1



１　山形県立高等学校全日制の課程及び定時制の課程

入学定員

山形県立 普通 160

探究 理数探究、国際探究 80

同 普通 240

理数 40

同 普通 200

同 普通 160

音楽 40

同 工業 機 械 40

電 子 機 械 40

電 気 電 子 40

情 報 技 術 40

建 築 40

土 木 ・ 化 学 40

同 普通 160

体育 80

同 普 通 午前 40

午後 40

夜 40

同 普通 200

農業 食 料 生 産 40

商業 情 報 経 営 40

同 総合 160

同 家庭 食 物 40

福 祉 40

看護 看 護 40

同 普通 200

　普通科一般コース160名、普通

科探究コース40名をそれぞれ募

集する。

同 工業 機 械 40

電 子 機 械 40

情 報 技 術 40

同 普通 120

同 総合 120

同 農業 農 業 経 営 40

農 業 環 境 40

工業 機 械 40

電 子 情 報 40

商業 流 通 ビ ジ ネ ス 40

同 普通 200

同 総合 120

同 普通 200 普 通 夜 40

　普通科一般コース160名、普通

科探究コース40名をそれぞれ募

集する。

最 上 校 普通 40

同 普通 80

商業 総 合 ビ ジ ネ ス 40

金 山 校 普通 40

同 農業 生 物 生 産 40

生 物 環 境 40

工業 機 械 電 気 40

環 境 デ ザ イ ン 40

真 室 川 校 普通 40

別　紙

学　校　名

全 日 制 の 課 程 定 時 制 の 課 程

設 置 学 科 設 置 学 科 入学定員

特　　　記

新 庄 南 高 等 学 校

新庄神室産業高等学校

寒河江工業高等学校

谷 地 高 等 学 校

左 沢 高 等 学 校

新 庄 北 高 等 学 校

村山産業高等学校

寒 河 江 高 等 学 校

上山明新館高等学校

霞城学園高等学校

山形中央高等学校

山形工業高等学校

山 形 西 高 等 学 校

山 形 北 高 等 学 校

山 形 東 高 等 学 校

山 形 南 高 等 学 校

山 辺 高 等 学 校

天 童 高 等 学 校

北 村 山 高 等 学 校

東桜学館高等学校

　一般入学者選抜において、理

数探究科と国際探究科をあわせ

て、探究科として募集する
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入学定員

同 普通 120

探究 理数探究、国際探究 80

同 普通 160

同 工業 機 械 40 工 業 産 業 夜 40

生 産 デ ザ イ ン 40

電 気 情 報 40

建 築 40

環 境 工 学 40

同 商業 総 合 ビ ジ ネ ス 80

情 報 ビ ジ ネ ス 40

同 農業 生 物 生 産 40

園 芸 福 祉 40

食 料 環 境 40

同 普通 160

同 総合 120

同 普通 200

　普通科一般コース160名、普通

科探究コース40名をそれぞれ募

集する。

同 工業 機 械 シ ス テ ム 40

電 子 シ ス テ ム 40

福祉生産システム 40

同 総合 80

同 普通 80

同 普通 160

理数 40

山 添 校 普通 40

同 普通 120

同 工業 機 械 40 工 業 工業技術 夜 40

電 気 電 子 40

情 報 通 信 40

建 築 40

環 境 化 学 40

同 普通 120

総合 160

同 水産 海 洋 技 術 40

海 洋 資 源 40

同 農業 食 料 生 産 40

食 品 科 学 40

同 総合 120

同 普通 120

探究 理数探究、国際探究 80

同 普通 160 普　通 昼 40

同 普通 80

工業 機 械 40

電 子 機 械 40

エ ネ ル ギ ー 技 術 40

環 境 技 術 40

商業 ビ ジ ネ ス 流 通 40

ビ ジ ネ ス 会 計 40

情報 40

同 総合 40

   ※山形東高等学校、米沢興譲館高等学校、酒田東高等学校の「探究科」は,理数に関する学科である理数探究科と

     国際関係に関する学科である国際探究科を合わせて募集する場合の総称として記載しています。

遊 佐 高 等 学 校

入学定員

酒 田 東 高 等 学 校

酒田光陵高等学校

酒 田 西 高 等 学 校

庄内総合高等学校

加茂水産高等学校

鶴岡中央高等学校

鶴岡工業高等学校

荒 砥 高 等 学 校

鶴 岡 北 高 等 学 校

南 陽 高 等 学 校

長井工業高等学校

小 国 高 等 学 校

鶴 岡 南 高 等 学 校

高 畠 高 等 学 校

長 井 高 等 学 校

米沢商業高等学校

米沢工業高等学校

米 沢 東 高 等 学 校

学　校　名

設 置 学 科 設 置 学 科

　一般入学者選抜において、理

数探究科と国際探究科をあわせ

て、探究科として募集する

全 日 制 の 課 程 定 時 制 の 課 程

特　　　記

米沢興譲館高等学校

庄内農業高等学校

置賜農業高等学校

　一般入学者選抜において、理

数探究科と国際探究科をあわせ

て、探究科として募集する

　一般入学者選抜において、普

通科と理数科は、まとめて募集

する。

　全日制の課程において、機械

科と生産デザイン科、建築科と

環境工学科は、それぞれまとめ

て募集する。
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２　山形県立高等学校通信制の課程

同

３　山形県立特別支援学校の高等部

入学定員

若干名

若干名

同 若干名

同 14

同 14

同 11

同 若干名

同 14

同 14

同 22

同 11

同 11

同 11

同 24

同 16

４　山形県立高等学校専攻科

山形県立

５　山形県立特別支援学校の高等部専攻科

山形県立 若干名

若干名

生産技術 若干名

看　　　護 40

普　　通

同 山 形 聾 学 校 県下一円

商業技術

楯岡特別支援学校

大 江 校

　寒河江市、河北町、西川町、朝日町

　大江町

山 形 盲 学 校 県下一円 理　　療

学　校　名 受入れ区域 設置学科 入学定員

上山高等養護学校

　山形市、米沢市、寒河江市、上山市

　村山市、長井市、天童市、東根市

　尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町

　河北町、西川町、朝日町、大江町

　大石田町、高畠町、川西町、小国町

　白鷹町、飯豊町

普　　通

鶴岡高等養護学校 　鶴岡市、酒田市、庄内町、三川町、遊佐町 普　　通

村山特別支援学校 　山形市、上山市、天童市、山辺町、中山町 普　　通

　村山市、天童市、東根市、尾花沢市

　大石田町

普　　通楯岡特別支援学校

鶴 岡 養 護 学 校 　鶴岡市、庄内町、三川町 普　　通

新 庄 養 護 学 校

　新庄市、金山町、最上町、舟形町

　真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村

普　　通

酒田特別支援学校 　酒田市、遊佐町 普　　通

米 沢 養 護 学 校 　米沢市、南陽市、高畠町、川西町 普　　通

ゆきわり養護学校 　県下一円 普　　通

米 沢 養 護 学 校

西 置 賜 校

　長井市、小国町、白鷹町、飯豊町 普　　通

保健理療

山 形 養 護 学 校 　県下一円 普　　通

山 形 聾 学 校 　県下一円 普　　通

普　　　通 80

学　校　名 受入れ区域 設置学科

普　　通

山 形 盲 学 校 　県下一円

鶴岡南高等学校

山形県立

学　校　名 設置学科 入学定員

山形県立 霞城学園高等学校

普　　　通 120

服　　　飾 40

山 辺 高 等 学 校

（注）受入れ区域について特別な事情がある場合には、校長が調整する。

学　校　名 設置学科 入学定員
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議第 ４ 号 

 

   平成 31 年度山形県立高等学校入学者選抜基本方針の決定について 

 

平成 31 年度山形県立高等学校入学者選抜基本方針を別紙のとおり決定する。 

 

   提 案 理 由 

平成 31 年度における山形県立高等学校入学者選抜に係る基本方針を定める必要が

あるため提案するものである。 

 

平成 29 年 10 月 19 日提出 

 

山形県教育委員会 

教育長 廣 瀬  渉 
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平成平成平成平成 33331111 年度山形県立高等学校入学者選抜基本方針年度山形県立高等学校入学者選抜基本方針年度山形県立高等学校入学者選抜基本方針年度山形県立高等学校入学者選抜基本方針（案）（案）（案）（案）    

 

 平成 31 年度山形県立高等学校全日制の課程及び定時制の課程の入学者選抜は、次の方針に基づ

いて行う。 

 

１ 入学者の募集は、県教育委員会の公告に基づき、各高等学校長が行う。 

なお、教育長が特に必要と認める場合は、第２次募集を行うことができる。 

２ 入学志願は次の各号に定めるところによる。 

(1) 入学志願は１人１校とし、在籍又は出身の中学校、これに準ずる学校、義務教育学校又は中

等教育学校（以下「中学校」という。）の校長を経由して行うものとする。 

(2) 入学志願に係る通学区域は、「山形県立中学校及び高等学校の通学区域に関する規則」（昭和

24 年３月県教育委員会規則第４号）の定めるところによる。 

(3) ２校以上に同時に志願した者は、選抜の対象から除外する。 

３ 入学者の選抜は、各高等学校長が、それぞれ次の各号に定めるところにより行う一般入学者選

抜、推薦入学者選抜及び連携型入学者選抜のうちいずれかの選抜方法により、各高等学校、学科

等の特色に配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力・適性等を判定して行う。 

  選抜は、中学校における学習等の諸活動の記録及び県教育委員会が実施する学力検査の成績等

の資料に基づいて行う。 

ただし、併設型高等学校においては、当該高等学校に係る併設型中学校の生徒については入学

者選抜は行わない。 

(1) 一般入学者選抜は、次に定めるところにより行う。 

ア 中学校長から送付された調査書及び学力検査の成績に基づき選抜する。ただし、体育科及

び音楽科の選抜においては、適性検査を行い、その結果を選抜の資料として加えるものとす

る。 

イ 調査書中の各教科の評定と学力検査の成績の比率は、高等学校長が定める。 

ウ 選抜に当たっては、面接を行うものとし、高等学校長は、その結果を選抜の資料に加える

ことができる。 

(2) 推薦入学者選抜は、専門学科と総合学科において、必要に応じて、次に定めるところにより 

行う。 

ア 推薦入学者選抜は自己推薦によるものとする。この場合、学力検査を行わずに、自己推薦

書、調査書及び面接に基づき選抜する。ただし、体育科及び音楽科の選抜においては、適性

検査を行い、その結果を選抜の資料として加えるものとする。 

イ 必要に応じて作文、実技検査及び当該高等学校作成の基礎学力検査を課し、これらの結果

等を選抜の資料に加えることができる。 

(3) 連携型入学者選抜は、中高一貫教育を行う連携型中学校から連携型高等学校への入学者の選

抜に当たり、次に定めるところにより行う。 

ア 学力検査を行わず､「学習のまとめ」及び面接に基づき選抜する。 

４ 調査書を選抜の資料とする場合は、調査書中の「特別活動等の記録」及びその他の記録にも十

分留意するものとする。 

５ 学力検査は、次の各号に定めるところにより行う。 

(1) 学力検査は、平成 31 年３月 10 日（日）に同一問題で一斉に行う。 

 (2) 学力検査は、すべての学校・課程・学科において国語、社会、数学、理科及び外国語（英語）

について行う。 
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(3) 学力検査の問題は、中学校学習指導要領（平成 20年文部科学省告示第 28号）に基づいて出

題する。 

(4) 検査時間は、国語、社会、数学、理科、外国語（英語）それぞれ 50分とする。 

 (5) 配点は、国語、社会、数学、理科、外国語（英語）それぞれ 100 点とする。ただし､高等学

校長が必要と認めるときは、特定教科の配点の比重を変更することができる。 

６ 高等学校長が必要と認め、自己申告等に関する書類が提出された場合は、これを選抜の資料と

して加えることができる。 

７ 合格者の発表は、平成 31年３月 17日（日）に受検番号によって行う。 

８ 国立諸学校を受検して合格した志願者については、在籍又は出身の中学校長は、志願先の高等

学校長に対し、国立諸学校への入学の諾否を報告しなければならない。 

９ その他入学者選抜の実施上必要な事項は、別に定める入学者選抜実施要項に示す。 

 

付 記 

１ 高等学校専攻科の入学者選抜については、別に定める。 

２ 定時制の課程における成人の入学者選抜及び通信制の課程における入学者選考については、

別に定める入学者選抜実施要項に示す。 
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議第 ５ 号 

 

   山形県神室少年自然の家の指定管理者の指定について 

 

山形県神室少年自然の家の指定管理者の指定について、地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）第 244 条の２第３項の規定により、次のとおり指定する。 

 

１ 公の施設の名称  山形県神室少年自然の家 

２ 指定する団体  最上郡真室川町大字川ノ内 1214 番 1 

           神室少年自然の家管理企業共同体 

３ 指 定 の 期 間  平成 30 年４月１日から平成 33 年３月 31 日まで 

 

   提 案 理 由 

山形県神室少年自然の家の指定管理者を指定するため提案するものである。 

 

平成 29 年 10 月 19 日提出 

 

山形県教育委員会 

教育長 廣 瀬  渉 
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